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       令和２年度第２回宮城県民間非営利活動促進委員会 議事録 

日時：令和２年７月１４日（火） 

                          午前１０時３０分から午後０時３０分まで 

                          場所：宮城県行政庁舎９階 第一会議室 

 

１ 開 会 

（司会） 

ただいまから令和２年度第２回宮城県民間非営利活動促進委員会を開会いたします。 

本日は，田中委員より所用のため欠席されるとの御連絡を頂戴しております。また西出委員におか

れましてはオンラインで会議に出席いただいております。これによりまして，１２名の委員の皆様に

御出席いただいておりまして，当委員会につきましては半数以上御出席をいただいておりますことか

ら成立していることを御報告申し上げます。なお，本委員会は公開しており，本日は３名の方が傍聴

されております。傍聴に当たりましては，傍聴要領の記載事項を守っていただきますようお願いいた

します。また議事録につきましては，皆様に内容を確認いただきました後に公開させていただくこと

としておりますので，御協力をお願いいたします。なお，御発言につきましてはマイクを準備してお

りますので，そちらを使用して御発言くださいますようお願い申し上げます。                            

 

２ 挨 拶 

（司会） 

それでは，当委員会の開会に当たりまして，宮城県環境生活部次長の安藤より御挨拶を申し上げま

す。 

 

（安藤環境生活部次長） 

皆様こんにちは。安藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。令和２年度第２回宮城県民

間非営利活動促進委員会の開催にあたり，一言，御挨拶を申し上げます。 

本日はお忙しいところ御出席いただきましてありがとうございます。委員の皆様には，日頃から本

県のＮＰＯ活動の促進につきまして多大な御協力，御尽力をいただいておりますことに改めて厚くお

礼申し上げます。本日の促進委員会では，議事（１）として，委員の皆様から計画改定に関する御意

見をそれぞれ頂くこととなっております。前回では，ＮＰＯ関係の４名の委員の方々から御意見を発

表いただきましたが，引き続き，委員の皆様のそれぞれの専門やお立場等から計画に追加するべき点

や力を入れていくべき点，また現行計画の項目等の中で変化してきた点などをお示しいただきたいと

考えております。また，これまで頂きました御意見等や，各施策の課題点，社会をとりまく環境・情

勢等を踏まえ作成いたしました第５次基本計画の素案についてでございますが，議事（２）におきま

して，御審議いただくとともに，議事（３）では，本県のＮＰＯ支援の中核的拠点であるみやぎＮＰ

Ｏプラザの今後の在り方，特に県有施設の複合・集約化に伴うみやぎＮＰＯプラザの必要機能の検討

も視野に入れながら，忌憚のない御意見を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

結びに，委員の皆様には，今後とも宮城県のＮＰＯ活動の促進につきまして，御協力をいただきま

すよう改めてお願い申し上げまして，開会の挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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（司会） 

続きまして本日御出席いただきました委員を委員名簿に従いまして御紹介させていただきます。 

本委員会会長の石井山竜平委員でございます。 

高浦康有委員でございます。 

西出優子委員でございます。西出委員は本日オンラインにて参加をいただいております。 

五十嵐絵美委員でございます。 

若生裕俊委員でございます。 

今野彩子委員でございます。 

竹下小百合委員でございます。 

宗片恵美子委員でございます。 

青木ユカリ委員でございます。 

堀川晴代委員でございます。 

渡邉桂子委員でございます。 

中川政治委員でございます。 

 

（司会） 

それでは，続きまして，事務局職員を紹介させていただきます。ただいま御挨拶を申し上げました

環境生活部次長の安藤でございます。共同参画社会推進課長の田中でございます。最後に，本日進行

を務めさせていただきます共同参画社会推進課の百井でございます。その他の職員につきましては名

簿に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお，大変恐縮ではございますが，次長の安藤は公務の都合により，こちらで退席をさせていただ

きます。また，西出委員におかれましては，１１時４５分頃に途中退席をされる旨，御連絡をいただ

いてございますので，あらかじめお知らせをさせていただきます。 

それでは，次第の３議事に入っていただきますが，委員会運営要綱第４条により，会長が議長とな

りますので，ここからの議事進行につきましては，石井山会長にお願いしたいと存じます。石井山会

長，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 事（１） 

（会長） 

 改めまして皆さんこんにちは。司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは，議事（１）に入らせていただきます。 

 議事（１）「宮城県民間非営利活動促進基本計画に関する意見発表について」事務局から御説明をお

願いします。 

 

（事務局） 

 共同参画社会推進課長の田中でございます。よろしくお願いいたします。議事（１）につきまして，

御説明いたします。お手元の資料１を御覧ください。 

基本計画改定に当たり，委員の皆様からそれぞれ現計画に対する意見や提案について発表していた

だくということで，意見発表の時間を設けさせていただいております。前回は，ＮＰＯ関係者として

中川委員，渡邉委員，堀川委員，青木委員の４名に御意見を伺いました。今回は，前回に発表をいた

だいた方以外から，御発表をお願いしたいと考えております。なお，本日御欠席の田中委員につきま
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しては，事務局が事前に田中委員から御意見等を聴取した内容を御報告いたします。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

（石井山会長） 

ということでございますが，計画に関しましては委員の皆様の御意見をきちんと反映させていくこ

とになりまして，皆様には，事前に資料に目を通していただき，御意見を蓄えて，整理していただき

ました。本当にありがとうございます。 

今日は前回の続きということになりますが，この資料の中ではですね，一番目に宗片委員の名前が

ございます。しかし，少し事前にお話をしまして，役割を持たせていただいております宗片委員と私

に関しましては，事務局と別途調整や，意見のすり合わせをするような機会があるということでござ

いまして，この時間においてはそれ以外の方々の御意見を優先したいと考えております。ということ

で，宗片委員には８番目に入っていただき，竹下委員から順番に御意見を頂きたいと思っております。

お一人当たり５分ということで，大変短い時間ではありますけれども，どうぞご協力よろしくお願い

いたします。それでは，竹下委員，よろしいでしょうか。 

 

（竹下委員） 

 竹下です。よろしくお願いいたします。今回，この促進基本計画についての意見ということだった

のですけども，皆様方もご存じのとおり私自身がＮＰＯ法人ファザーリングジャパン東北の代表理事

を務めておりますが，殆ど事務方というか，そういったものは事務局にお願いしておりまして，私は

ただ，事務局から，あそこに行ってください，ここに来てくださいと言われたところに行ってお話を

してくるというのが役目でした。なので，今回どういった意見というかお話をさせていただこうかな

と思ったときに，ちょうど３年ぐらい前から自分自身がＮＰＯに関わるようになったんですね。それ

までは本当に，今でもなのですが，一般市民側の考え方が強くありますので，一般市民の目から見た

ＮＰＯ，そして基本計画への意見ということで，お話をさせていただきたいと思います。 

まずは一番目のみやぎＮＰＯプラザについてですけれども，先ほど御意見出ましたが，フリースペ

ース等ですね，貸会議室，こういったものが，通常，仙台市などの公共の施設ですと，営利を目的と

したものとなると，室料が３倍かかるということで，何かやりたいという方，もしくは起業してみた

いとか，ちょっと何かを売ってみたい，試してみたいっていう方からすると，非常にハードルが高く

なってしまうんですね，こういった点を，もしＮＰＯプラザさんでは何かこう始めたいという方のた

めに，料金をお安くとか，活動しやすいようなものにしていただけたらなと思いました。それと，役

割についてですが，施設として，これはもう施設コラボレ-ターというふうに書いたのですが，このＮ

ＰＯプラザ自体が，企業，行政，市民の交流が行われるようになって欲しいと。実際，ＮＰＯプラザ

さんでは，ＮＰＯに関して色々な講座が実施されているのですが，一般の方も受講していただきたい

内容が沢山あると思います。沢山あるっていうのを知ったのが実は最近だったのですけども，どうに

かしてＮＰＯに関わる人ではない人にも発信をしていただきたいと思います。そのために仕組みづく

りとしまして，発信力があるのが学生さんだったり，あとは子育て中のお母さんだったりとするもの

ですから，色々なＳＮＳをやっているのですが，インスタグラムしかやらない人，ツイッターしかや

らない人，ＬＩＮＥしかやらない人ということで様々なんですね。なので，同じ情報でも，すべての

ＳＮＳに発信するようにしています。ちょっと手間はかかるかもしれませんが，そういう仕組みづく

りができたなと思いました。 

あと，施設に立ち寄りたくなる仕組みということなんですけれども，実際に何も用事がないと，Ｎ



4 

 

ＰＯプラザに行かないではなくて，ちょっとした用事があって，ＮＰＯプラザに寄ったときに「こん

な情報があるんだ，こんな講座があるんだ，一般の私たちも受けられるんだ」というものを，何かで

きたらいいなと思いました。 

私は昔，某代々木ゼミナールに勤めていたのですけど，そこで取り組んでいたことというのは，ト

イレを綺麗にして，一般の方たちがいつでも入りやすくするということだったんですね。あと食堂も

そうでした。学生さんしか利用できないのではなくて，近隣の方たちも是非利用してくださいと。結

果，食堂なんかは，確かとなりがソニービルさんだったので，受験生やお子さんをお持ちのお父様や

お母様が勤めていらっしゃるということもあって，食堂に行くには必ず１階の色々な講座とか，開催

告知ポスター貼ってあるところを通らなくてはいけないので，これを見たので，息子の申し込みに来

ました，娘の申し込みに来ましたということもありました。是非そういった立ち寄りたくなる仕組み

というものを考えていただきたいなと思いました。 

あとＮＰＯ，宮城県に求められることということではなく参加しやすいものをＮＰＯだけにではな

く，ママ向けとか，学生さん向けとか，シニア向けではなくても，そういった，４０代とか５０代の

その前の方達が受けられて参加しやすくなるような，或いはオンラインを融合したものとか。あと地

域活動のインターンシップですね。特にまだ宮城県内では，子育てを機に一旦退職される女性が非常

に多いです。そういった方たちが何か活動をはじめる一歩のために，インターンシップ的なものがで

きたらなと思います。 

あとはイメージを一新として，「notボランティア，not時間がある」というふうに記載したのです

が，私のＮＰＯのイメージが結構ボランティアが強いというか，それと時間に余裕のある方がすると

いうと非常に申し訳ないのですけれども，ちょっと，大きかったんですね。ですが，ここの３番目に

書いたアメリカのＮＰＯ法人紹介ということに関連するのですけれども，私 2017年にアメリカのアイ

リープというＮＰＯ団体に研修に一週間行かせていただいたのですが，その時にＮＰＯに対する考え

方がからっと変わりました。要はアメリカの方たち，アメリカの方たちというか，そこにいた方たち

だけかもしれませんけども，ボランティアという考え方はなくて，そこに関わることが，地域として

当たり前みたいな感じだったんですね。まず時間もあるからではなくて時間がなくても時間を生み出

してそこの団体に関わろうとする方が非常に多かったです。なので，そういったイメージを一新して

いただきたいと思います。 

今，アメリカのＮＰＯ法人アイリープのお話をさせていただいたので，こんなところでしたという

のを少しだけ写真を，お持ちしました。実はこれですね。このＮＰＯの施設の中なんですね。普通の

カフェみたいに見えるのですけれども，こういった空間をすごく大事にしているというところで，こ

ういった感じで研修を受けさせていただきました。研修を受けるって聞いた時に，どんな研修なんだ

ろうと思ったら，英語もしゃべれない私がアメリカに行ったわけなんですが，こんな感じで花が置い

てあったり，非常に日本の研修とは違く，刺激を受けて帰ってきました。こちらの右の写真はですね，

月１回ぐらい，その地域の方たちを招いて，朝ご飯を一緒に食べるっていうことをしているのですね。

これは別に寄付してるから参加できるというわけではなくて，関わってくださる方もしくは興味を持

ってくださる方，誰でも参加できますよというものでした。この時は日本から研修に受けに団体が来

るよ，ということで，集まっていただいたんですけれども，様々な考えだったりＮＰＯに対する，ア

メリカの事務の方の考えだったりが聴けて非常に良い時間を過ごすことができました。 

最初に戻りますが，宮城のＮＰＯに関わって私は変われたという人を増やしたいというのが私の願

いです。地域を超えたハブの繋がり，かけ橋みたいなのがＮＰＯプラザ，宮城のＮＰＯにはできると

思っておりますので，是非そこに私もお手伝いできることがあったら，お手伝いしたいと思っており
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ます。意見ばかりになってしまいましたが，これで発表終わりにさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

（石井山会長） 

どうもありがとうございます。竹下さんからは確か前回も，複合施設になった際の託児の問題であ

ったりとか，つまり，市民目線で，なるほどというような御意見を頂いたかと思うんですけども，こ

の度の，ご本人の存在は，今日の渡邉さんの話でいうと完全なプロボノだと思うんですけども，一般

県民目線で何が大事なのかということをまとめていただきました。ゼミの話も面白かったですね。こ

こに来る人しか使わせないじゃなくて，むしろそういう人たちに広げるっていうことが大事だという

お話でありました。ありがとうございます。 

質疑応答したいところですけれど，今日はそういう時間がございませんので，引き続きまして，五

十嵐委員ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（五十嵐委員） 

 五十嵐でございます。ＩＴとかＩＣＴ活用の観点から，意見をまとめてきました。まずこちらが私

の最終的に言いたい部分なのですが，「ＩＣＴ利活用」の項目というのを是非，本計画に追加していた

だけないかということです。現行の基本計画中には，ＩＣＴやＩＴに関連するものがないのですが，

まず，ＩＣＴ利活用が「若い世代の参画」や「対応すべき社会課題の発掘」に繋がるのではないかと

いうことが考えられます。ＩＣＴっていうのが，ただのＩＴではなくて，コミュニケーション，情報

通信を活用して，皆さんツールを活用して皆さん繋がって，コミュニケーションをとっていきましょ

うという意味合いで使っております。ＮＰＯを取り巻くＩＣＴの利活用の現状というものを調べてい

たのですけれども，世間一般でもＩＣＴの変化に伴って使ってみたい，でもちょっと何から始めたら

いいかわからないという団体が多く存在しているようです。また，若年層メンバーが中心となってい

る団体では，うまくＩＣＴを利用することによって社会的な課題の解決，拾い上げなどを行っている

ケースもあります。またＩＣＴ推進に関連するＮＰＯがある自治体であったり，ＩＣＴ分野でＮＰＯ

と協働実績等がある自治体の方がＩＣＴの利活用，全体的に持ち上げていくという傾向があるようで

す。今後団体のニーズを聴いてＩＣＴ技術を提案するコンサルティングや中間的な支援を行うという

ことが重要になってくるということが現状であるようです。 

ここからですね，検討に入れて欲しい項目としまして，ＮＰＯと自治体で，ＩＣＴの連携体制の構

築とＩＣＴの利活用の支援体制の構築，さらにＩＣＴのコンサルティングの体制の構築，作ったから

ではなくて支援をしていくということに関する検討項目を追加していただきたいと考えております。 

続いてですね，前回出席させていただいた時とこれまでの意見からですが，県内のＮＰＯを取り巻

く課題の一部として，新たな世代の参画が進まない，コロナ禍の会議や情報共有が難しい，みやぎＮ

ＰＯ情報ネットシステムが老朽化している，ＮＰＯ支援施設が県内全域にあるわけではない，などが

ありました。ここについてですね，ＩＣＴで何か改善，解決できる部分もあるとすれば，若い人の情

報発信，ＳＮＳがあると思います。遠隔地での情報共有，今も，実際にウェブ会議など繋がっている

わけですが，そういうものがあろうかと思います。また災害時の迅速な情報連携，通信網さえ生きて

いれば，遠隔地等はやりとりできますので，迅速な情報収集，情報共有ができますので，すぐに対応

できるのではないかと考えております。また，官民連携で，ＮＰＯというのがすごく社会に根づいて

いるものですので，ＮＰＯでしかすくえないニーズや課題というものが必ずあると思います。なので

官民連携で社会課題の深耕を行っていくことに使えるのではないかと考えております。ＩＣＴの利活
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用，ＩＣＴの導入によって情報発信だけではなく連携などを行って，ＮＰＯの課題を広く解決できる

可能性があったり，震災を経験した宮城だからこそ，災害時にどうＮＰＯが活動していったのか。ま

た，そこから何が発見できたのかっていう，効果的なＩＣＴ活用，どうしたらＩＣＴを活用できたの

かということを検討できる可能性があるかと考えております。 

最後にですが，ただ，ＩＣＴ，ＩＴを利用しようではなくて，ＩＣＴ，ＩＴを利用することによっ

て，繋がりが進化すると思います。繋がりが進化することによって，色々繋がって皆さん自助・共助・

協働の進化が生まれてさらに何か今見つけられていないすてきな何かが繋がって生まれるということ

も考えられます。ですが，すべてをＩＣＴ化でなく必要な部分をＩＣＴ化ということで，できるから

やるでもなくて，本当に何が必要なのか，具体的にどうしたらいいのかということを，計画検討の中

で検討しつつ，今後の計画に反映させていただければいいかと思います。以上でございます。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。まさに今，必要な人材が確保されているというような形でお話を伺ってお

りました。この数ヶ月で本当に市民社会がどんどんＩＣＴを使って繋がっているわけですけども，な

かなかそこに行政が，追いつけないっていう難しさがありますよね。そういう中で今回，西出委員か

らこういう形で，遠隔で入っていただいたということは行政を刺激する意味で，とても良かったかと

思うのですけれども，それを具体的に進めていく策について御提案いただきました。そのまま生かせ

ていける内容かなという感じがしました。どうもありがとうございます。では続きまして，若生委員，

よろしくお願いいたします。 

 

（若生委員） 

 富谷市長の若生です。レジメを御覧いただきながら聴いていただければと思います。私自身，富谷

市長ということでこの会議に加えていただいておりますが，元々は活動家でございます。平成の一桁

台，私は２０代の頃で青年活動として宮城県の青年団連絡協議会の会長，宮城県内，全県組織の青年

組織，商工会青年部だったり林業青年部だったり職業団体含めそういった１５団体で構成している宮

城県青年会議という組織の会長をしたりと，活動家として，まずはスタートしておりました。 

当時，任意団体の限界という壁を常に感じており，どうしても法人格がないことによって，ある段

階で踏み越えられない壁というものを感じておりました。ある意味私自身，活動家の１人として，Ｎ

ＰＯ法の推進を，いわゆる運動の中でも唱えた１人でもございました。そういった声が受け入れられ

て，平成１０年にＮＰＯ法が制定されたところでございます。それを受けて，当時私は環境問題にも

関わっていたので，平成１１年頃，県認証の確か７番目か８番目で，環境ＮＰＯ「けやきオフィス町

内会」というものを立ち上げさせていただきました。その後に，スローフードジャパンの会長として

内閣府認定のＮＰＯ法人の立ち上げ，またその後，スローフードインターナショナル国際ＮＰＯに関

わり，そんな活動をしている段階で，東日本大震災に遭い，あの時はスピード感が大事であり，一番

スピーディーにやれるのが一般社団法人だったので，一般社団法人を設立しました。そういった経験

も含めて，今日お話をさせていただければと思います。 

１番目ですが，ＮＰＯ活動団体の特性と性質の整理と書かせていただきました。特定非営利活動法

人の優位性をやはり明確にしていく必要がこれからあるのかなと思っています。今回色々資料が出て

おりますけども，特定非営利活動法人，平成３０年度で８２６団体，一般社団法人がその年に既に８

４４団体，令和２年の春の段階だと特定非営利活動法人は８２１で，一般社団法人は９３９と急激に

増えているんですよね。その辺が整理されてないのではないかと。そういう意味では，しっかりと特
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定非営利活動法人の方の優位性を明確にしていかないといけないのではないかと思っています。今回

の実態調査の中でも会計処理だったり税務処理だったり，そういったもので苦労している中で運営し

てるけれども，なかなか優位性が見いだせない，先日の堀川さんの，意見発表の中でもありましたよ

うに，認定ＮＰＯ法人への移行がなかなか進んでいないということは，私は課題かなというふうに思

います。実態調査でも，一番の課題が活動の資金不足だったり，事業費不足というのが挙げられてい

るように，そういう意味では，そういった優位性というものを高める必要があるのではないかと感じ

ております。 

二つ目の市町村との連携の部分では，私自身，今行政の立場として，市役所で全庁的に市民協働を

進めております。職員，全庁挙げて，そういった活動団体の方や市民が来たら，すべて相談を受け入

れるようにと呼びかけをさせていただいております。①に書いておりますが，行政の受け入れる意識

と環境整備がすごく重要であると思っています。そこで敷居を低くすることによって市民の皆様や市

民団体が，市役所に来て活動の相談ができる，そういうことができることが大事かと思っています。 

また，窓口がわからないという方のためには，そういう担当課又は担当者をつないでくれる部署を明

確にしていく必要があるのではないかと思っています。 

三つ目の行政地域課題に対して官民協働の連携事業を推進していくということですが，実は富谷で

は今，お試しイノベーション富谷，通称ＯＩＴというものを今年度からスタートしました。これは今，

全庁挙げて明日提出締め切りですが，行政課題を各課から挙げてもらっています。それを今度，市民

団体等に共同事業でやってくれる事業者いませんか，ＮＰＯ団体いませんか，と，もちろんこれは一

般の企業も含めて，呼びかけをさせていただいて，共同事業を進めていきたいということで新しい取

り組みをはじめております。 

三つ目の人づくり人材育成が必要であるとのことですが，何をやるにしても，人が大事だというふ

うに思っています。実態調査でも人材不足というのが，資金不足の次に掲げられていたように，やは

り人づくりというものを如何にこれから進めていくのかということも，課題であるかと考えておりま

す。また，そういう意味では，富谷塾というですね，旧役場庁舎を「とみぷら」というふうに，地方

創生の交付金を活用して，リニューアルオープンして今２周年を迎えたんですけども，もっと建物だ

け立派にリニューアルしても大事なのはそこに人がいなければということで，富谷塾というものを開

塾しました。１期生が７５名，２期生が１５７名，実は３期生，今年は今既に１７０名，そのうち，

大変うれしいのが，竹下さんにも講義をしてもらったこともありますが，６割以上が子育て中のママ

や，女性です。これはこの塾の魅力かと思っています。今活動が２０ぐらい，自発的に動き出して，

それが組織になって，どんどん動き出していると思っています。そういう意味ではそういった人たち，

多世代が，色々な形で繋がっていけるような環境づくりも大事かなと思っております。以上です。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。若生市長ご自身から民から官へと動かれたということを以て官民を繋げて

いくための仕組みが，富谷市では多彩に展開されているなと，お試しイノベーション，富谷塾，本当

にきらびやかなお話だと聴いていました。どのように自治体に普及していくのかというモデルとして，

やはり富谷の取り組みというのを大事にすることもありかなと思いながら聴いておりました。ありが

とうございます。では引き続きということでございます。順番に従いまして次は今野さん，よろしく

お願いいたします。 
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（今野委員） 

 私は民間の地域の企業という観点で，ＮＰＯとの連携が図れないかということを書いてまいりまし

た。全体として色々書きましたけども，ＮＰＯの各団体の皆さんが持っている専門性だとか知見と，

企業の事業の方向性だとか社会課題に向き合うというところをうまく組み合わせる形を少し提案でき

ないかなということを申し上げたいと思っております。 

最初に書いたのは，支援される側・する側ではない連携というのは，私の経験が少ないからだと思

うのですけども，どうしてもＮＰＯの皆さんが企業と接点を持つ場合というのは，寄付をいただきた

いっていうことが前面に立ったような形での出会いが多いなというふうに，これまでの中では感じて

おりまして，皆さんからのお話を聞くとそうではないと感じているところがあるのですけども，この

形を多様な形にできないかなということが一つあります。 

それから地域企業が，今の地域課題だとか社会課題の解決に対する姿勢を，変化させてきていると

思ってきておりまして，特にコロナで悪い経済と言われる中で生き抜いていかなければいけないとい

うことがある反面，企業として社会にどう役立っていくのかという，その志の部分が非常に問われて

いるなというふうに感じています。コロナで大変な中でも，この地域の経済をどうやっていくかとか，

地域社会を立て直していくかということに真剣に向き合っている企業が多々ありますので，そことＮ

ＰＯの皆さんとの繋がりをもう少し上手にやっていくと良いかなと思っております。 

それと先ほど渡邉さんから教えていただいたのですけれども，大企業の中でプロボノによる学びと

いうのがあるということで，これの地域版があってもいいのかなと思っています。私どもでは例えば

製作ですとか印刷のことですとか，広告プロモーションといった部分では十分にお手伝いできる力が

ありますので，その力をＮＰＯの皆さんに提供していくっていうようなお金ではないような支援がで

きるかなと思ったりしたところもあります。 

こういったところを仕組化するような，何か形をつくれたらいいなというふうに思っております。

それから竹下さんがさっきＮＰＯさんのイメージという話をされていましたけれども，私もこれまで

持っていたイメージとして，ＮＰＯの方々，もう少しオープンに連携し合うような，連携ウェルカム

というような姿勢が表現できればいいのかなと思っております。お持ちだとは思うんですけどもそれ

を情報発信のあり方とかで工夫していくとか，それがあれば色々な連携が生まれるのかなと思います。

うちの社員でもですね，ライフワークとしてＮＰＯの活動に参加をしていたりという社員が増えてき

ているわけで，彼らの持っている事業構築力ですとか，組織を活性化してきたノウハウですとか，苦

労はしてるんですけれども，そういったところを基盤強化というような課題に生かせるとかというと

ころがあります。いずれにしても，例えば連携プログラムですとか，表彰制度ですとかモデル化する

ことについての仕組みを支援するというのを，計画の中で盛り込めれば面白いかなと思いました。下

の方に書かせていただいたのは，今当社では何らかの地域の課題に向き合ってやっている活動を書か

せていただきました。トピックスとして，こんなことがありますが，どうしても点の状態を脱してい

ないという課題を持っていますので，これが継続性を持ってきたりとか，面になってきたりだとかす

ると，もう少し社会の今の課題に対してインパクトを持った形の活動になるのかなと思う部分もあり

ます。 

例えばラジオ３の子供達と防災という番組など，リスさんとですね，ずっと番組などをやらせてい

ただいている関係で，こういったことをさせていただいたりですとか，せんだいタウン情報 machiko

というのは当社でやっているＷｅｂサイトなんですけども，これはご縁があって，この親子レスパイ

トケア事業をやってらっしゃる団体さんの，やはり情報発信が課題だっていうお話いただいたのでそ

の情報発信と，活動への参加，活動に参加した上で情報発信するっていうようなことを出していただ
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いたってこともありました。また，さきほど兼子さんとか，皆さんからありました女性の多様な働き

方ということに関して私も非常に，問題意識を持ってはいるのですけれども，子育て中のお母さんた

ちがこの後，短い時間で働こうとかいったときに，地域の企業側が変わらなきゃいけないかなってい

うふうに思うところもあったり，お母さんたち自身がどういうスキルを高めているのかっていうこと

を発信していかなきゃいけないかなと思う部分があったり，この辺は非常にいろんな方々と繋がって

解決していくと，より良い形になるかなと思う部分もあるので，そういったところで，課題にフォー

カスしたアプローチっていうのはそういう意味なのですけれども，アプローチができると面白いかと

思いました。会社全体としてもいくつかやってはいるんですけども。すべて地域の未来をどう作って

いくかっていうことについて当事者意識を持ってやっていこうということで取り組んでいるものです

ので，地域，企業，地域の企業が，社会に向き合うということについて，少し皆さんとお話できる場

があるといいかなと思いまして，計画の中にも漠然としておりますが，そんなニュアンスを盛り込め

るかなと思いました。以上です。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。プロボノのようなお話を聞くとやはり大企業というイメージをやや持ちが

ちだったんですけどそれだけじゃないわけですよね。小さな地域の企業とどうＮＰＯや市民社会が繋

がるかという観点でそれを考えるとき，一番最初におっしゃられたところ，とても僕は印象的でした。

つまり，企業と繋がろうと思うと，お金をもらいたいという形になってしまいがちですが，それ以外

の繋がり方を沢山作っていくっていうことが大事であるということでした。ありがとうございます。 

では，順番に従いまして，オンラインからの御参加です。西出委員，よろしくお願いいたします。 

 

（西出委員） 

 西出です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは事務局の皆様に「今日はオンラインという形

で，参加させていただくっていう可能性がありますか」とお伺いして，それでご了承いただいて，設

定にもお手間をかけたと思いますが，感謝しております。ありがとうございます。 

私からは五点あります。まず一点目は基本理念，基本的な方針のところなのですけれども，多様性，

多様な主体という言葉があるのですが，それと同時に社会的包摂，インクルージョンということであ

ったり，社会の持続可能性を高めるところで，具体的にどんな持続可能性があって，そこでやはり震

災を経験した宮城だからこそレジリエント，レジリエンスという強さ，回復力というものを，入れて

いただくと良いのかなと思いました。こういった視点にはＳＤＧｓが入ってくるかと思いますが，具

体的にわかりやすい概念として入れていただくのはどうかと感じました。 

基本理念につきまして，以前は市民が主体とか市民社会の実現とか，市民の主体性という言葉が入

っていたんですが，現行の基本理念ではそれが抜け落ちているような気がしまして，やはり何の為に

ＮＰＯ活動を促進して協働を推進して，社会の持続性を高めるのかということを，ＳＤＧｓの理念で

ある「誰一人取り残さない」であったり，市民や企業や行政，色々な主体が色々な関わりを持って取

り組んでいく，そのような体制であったり，市民主体，当事者性というものを含めると良いのかなと

思いました。 

第二点目が皆様も結構書いていらしたかと思いますが，コロナ禍，コロナの視点ということで，今

回このようにオンラインで参加させていただいておりますが，実際に対面での関わりが難しい状況に

いる人が結構多いかと思うのですが，こういったオンラインというものをＩＣＴの活用ということを

対面との繋がりとのバランスについての視点を入れていただけると良いかと思いました。 
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協働のところも何のための協働でどんな意義があるのかということですが，先ほど今野委員から支

援する側とされる側のお話があったのですが，私もそれは気になっておりまして，色々な主体が社会

的課題を解決していって一緒に新しい形の地域社会を生み出していく，そのためのプラットフォーム

として協働を活用するという位置づけなのかなというふうに思っております。 

ＮＰＯ活動の促進というところでは，若者や学生が特にコロナ禍においては参加意欲とか社会課題

への意識が高まっておりますし，実際に動ける世代でもあるかと思いました。そういった若い世代の

働き方であったり，彼らが次世代の担い手となったり課題となっているＮＰＯの後継者問題の解決に

も繋がるのではということで何か入れていただくと良いのではないかと思いました。 

最後に，研修についてですが，日本ＮＰＯセンターに派遣されているかと思うのですけれども，そ

ういったＮＰＯとの人事交流などがなかなか厳しい情勢ではあるかと思うのですが，一緒に学び交流

する機会を持っていただけると良いのではないかと思いました。来年６月に東北大学で日本ＮＰＯ学

会が開催される予定なのですが，宮城県で精力的に活動されてきた情報を発信して議論する場として

このような教育機関や大学や学校との連携というものも一つの戦略なのかなと考えました。以上です。

ありがとうございました。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。西出議員の報告は，これは僕もほぼ共通した考え方で，資料にまとめてき

たと思ったんですけども，現在，事務局でまとめていただいている素案を丁寧に読んでいただいて，

それをどのように修正加筆をするかというポイントをお話いただいたのかなと思います。 

来年の６月ですね，是非皆様も御協力いただければと思いますし，このレジメの中でもいくつか時

間の関係でお話いただけなかったところもあるかと思いますがそれはまた今後の委員会の中でもご報

告いただければと思います。 

引き続きまして，田中委員は今日御欠席でありますが，事務局から報告よろしいですか。 

 

（事務局） 

それでは事務局から，田中委員から聴取いたしました御意見等を報告させていただきます。 

 田中委員からは「寄附文化の醸成について」，「プロボノについて」などについて御意見をお伺いい

たしました。寄附文化の醸成や寄附促進の仕組み作りとして，行政ができることやＮＰＯ自身ができ

ることといった視点で御意見を伺いましたところ，クラウドファンディングについては，既に一部の

ＮＰＯでは取組をされているところですが，そういったことが苦手であったりするＮＰＯに対しては，

実際にどのようにクラウドファンディングを行えばよいのかというサポートがあるとよいのではない

かという御意見をいただきました。 

次にプロボノについてですが，現在県ではプロボノ普及啓発のためのセミナーやイベント開催等を

行っていますが，プロボノに対する感度やアンテナの高い人でないとそういったセミナーやイベント

には行かないのではないかということで，プロボノは広く周知・浸透されていくべきであり，そのた

めには，プロボノの事例等についてマスコミを利用した情報発信が効果的ではないか，テレビや新聞

により自然に情報が入ることが大事ではないか，という御意見をいただきました。 

その他といたしましてＮＰＯ活動促進の成果等を図る指標等や客観的な評価について数値化できる

か，或いは数値化すべきではないのかと率直な御意見をお伺いしましたところ，効果などについては

数値化により見えやすくなるためできれば数値化した方がよいが，何によって数値化するかというと

ころが難しいとのことでした。以上です。 
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（石井山会長） 

 続きまして，高浦委員よろしくお願いします。 

 

（高浦委員） 

 私も紙 1枚ということで，御説明させていただきます。素案を見させていただくと，色々と反映し

ていただいて，間接的に書いてるところもあるようなので，手短にいたします。 

最初の１章の４の（３）のところはこの素案では削除の対象となっているようですけども，内容的

なところで，補足させていただきますが，若生委員ご指摘の一般社団法人の台頭もありますし，また

ここでは非営利型と，若干限定していますが，通常の事業者さん，株式会社もありますけども，今野

さんがご指摘のように，重要な非営利や社会貢献活動の担い手になっていらっしゃるので，プロボノ

を含めてですね，そうした様々な担い手となる法人形態の多様性について，より配慮しては如何でし

ょうかというものです。第３章の１-４というところも素案でですね，東日本大震災復興に限定しない

で，その他災害等の支援ということでのＮＰＯの重要性として言及いただいてるので，特段これ以上，

お伝えすることはないかなと思っております。とんで第４章１（１）～（３）についてですがこれは

先ほどから情報発信の重要性ということで皆さんご指摘のとおりかと思います。五十嵐さんはＮＰＯ

全体の基盤強化ということで，ＩＣＴの重要性を伝えなさってらっしゃいました。この当たり，第３

章のところに情報発信，ＩＣＴという文言が入ってくるといいかと思っております。 

その下の第４章２の（４）ですね，これも，素案のところで，寄附の促進のための仕組みづくりと

いうことで，本文の中に，言及いただけそうな感じの記載がしてありますけれども，ふるさと納税と

しても，宮城県の場合，こども食堂の支援ということで，頂いたものの使い道っていうのはわかって

るんですけども，もう少し広くＮＰＯの基盤整備などに他県の人達の志が使えるような，佐賀県をモ

デルにしたようなものがあってもいいかな。この辺りは中川さんが以前ご指摘の通りかなと思います

ので，拡充を期待しております。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。高浦委員からは，かなり具体的な文言上ところをご指摘いただきまして，

個人的には大変助かる御意見いただきましてありがとうございます。 

では続きまして，宗片委員，よろしくお願いいたします。 

 

（宗片副会長） 

私は第２次の計画から関わらせていただいたものですから，それを踏まえて述べたいというふうに

思います。まずＮＰＯプラザとそれから各地域のＮＰＯ支援施設の役割について，改めて考えてみた

いと思うのですが，プラザの役割は大変重要なのですが，それと併せて各地域のＮＰＯ支援施設が主

体的に地元でＮＰＯを支援できるような，そういった力を持っていただいて，そして，地域の中で実

情に合った形で，地元のＮＰＯの支援ができるというようなですね，そういう体制ができないだろう

かと思っているんですね。現実的には大変難しいという話も聞いてるんですけれども，けれどもやは

りこれからの５年間の計画の中で，是非そういった体制づくりというのを進めていただけないだろう

かと思います。施設そのものを作らなくても，そういった機能を市町村の中に設けるというような，

そういった窓口があるということだけでも全然違うのではないかと思うのですね。プラザを利用した

ＮＰＯの方たちからは，距離的にはちょっと遠いけれども，大変メリットがあったという，調査の中
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でも回答があるわけですので，そういう意味ではプラザの機能である，人材育成であるとか情報提供，

それから，交流機能などの，地域版ですね，各地域のＮＰＯ支援施設が持って，それを担っていくと

いうような，そういった体制づくりを是非進めていただけないものかというふうに，思っております。

しかし一方で，各地域すべてにこの施設があるわけではありませんし，むしろ少ないわけですので，

そのためにも，やはり市町村の理解を進めるということが大事だと思います。ＮＰＯに対する理解に

ついては，今回調査をしていただいた結果を拝見しますとまだまだ時間はかかるだろうなと思います

けれども，しかし，やはりこれからのお時間の中でですね，是非市町村の理解も進めながら，その地

域で，地元のＮＰＯの支援ができるような，そういった体制が，もちろんその研修であるとか，今，

施設がないところも地域に対する支援，それから，今ある施設の後方支援というのは，プラザに是非

やっていただかなければいけないですし，市町村の職員の方たちの研修も引き続きですね，充実した

内容を進めていただければというふうに，思っております。 

それから震災については，東日本大震災から１０年目です。そういう意味では，この期にですね，

この震災の振り返りが必要ではないかと思います。やはり，ＮＰＯのこれまでの動きも含めてそこで

見えてきた成果というものを，具体的に盛り込んでいただくというのも必要ではないかと思いますし，

それから，今後の課題というものも整理をするということもこの計画の中で必要だと思っています。

また，災害も，昨年は台風の被害もありました。そして今，コロナの中にいるわけで，コロナも災害

というふうに考えております。そういったときに，やはり，コロナによってＮＰＯが受けている影響

というのは，必ずしも震災の時の影響とは違うと思うんですね。支援を受ける側の人たちの状況とい

うのも大変似通ってはいるんですが，ただＮＰＯの状況というのが，やはりコロナによって，移動が

できない，或いは身動きが取れないというＮＰＯも沢山あります。その結果，いわゆる資金不足であ

ったり人手不足であったり，そういったことが生じているわけですので，やはりコロナのような状況

に直面したときに，どのようにＮＰＯが活動停滞させたり中止しないで，維持しながら活動を進めて

いくことができるかということは，やはり備えとして，しっかり考えておかなければいけないと思う

ので，その辺を計画の中に盛り込んでいただければというふうに思います。 

それから，ＳＤＧｓについては，これは今がチャンスだと思うんですね，この１７の目標の中のど

れかに必ずＮＰＯの活動目標が合致しているものがあるわけですし，そしてまた，今，関心が高い時

期でもありますので，行政であるとか，地域の様々な組織企業ですね，そういったところと連携をし

ながら共通の目標を解決していく，そういった場が，設けられるということも必要があるということ

で，発信していくようなですね，そういった内容が，この計画の中に，もっと前向きに盛り込んでい

ただけると，影響力が高い，そういった計画になるのではないかと思います。以上になります。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。どうしても懸案事項がプラザなものですから，そこに目が行くのですけれ

ど，そうじゃないですよね。各地域にそれぞれ中間支援があって，そこにもこう踏み込んだ，視野で

計画を考えなきゃいけないと，改めてお話を聞きながら思いました。コロナの問題，震災の問題，Ｓ

ＤＧｓの問題，共感します。 

ではすいません。ちょっと時間が押してはいるんですけれども，僕も一枚用意したので，大分皆さ

んと重なる部分はあるのですが，お話をさせていただければと思います。どうしてもですね，今日，

大学教員が大体そういう発想をしちゃったと思うんですけど，でき上がった文章を，現在のたたき台

をどのように修正すればよいかという観点で考えがちなのですけども。僕もまさにそうでした。 

前回の計画から比べて新しい段階が生まれている部分があるということで，どのようにまず盛り込
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むかということについて，いくつかの視点を書いたのが１です。まず多くの方々が，意見されている

ＳＤＧｓについては，やはり強く出すべきだろうと思います。そのうちの理由の一つが，県の総合計

画，かなりそれが大事にされているということであり，それと連動するということは戦略的に大事だ

ろうということ。それから，以前言われてるＥＳＤとＳＤＧｓとでは，やはり段階が違うのではない

かと。求めている方向性はほとんど変わらないという，僕はそういう見立てなんですが，一番大きく

違うのは，やはり企業社会を刺激してるというところであると見ております。つまり，市民活動だけ

ではとても，持続可能な社会の構築は無理だと。きちんと経済社会を刺激していくと。市民社会がで

すね。そういう形で，持続可能な社会を構築していくっていうことが戦略として盛り込まれてるのが

ＳＤＧｓであると思っています。ですのでそういうことからみて，企業社会というものをターゲット

として考えていくということをもう少し強く出して良いのではないかということです。 

二つ目はもう皆様のご指摘のコロナについてでありまして，この期間にほとんど使われてなかった

パソコンのカメラが起動し始め，多くの車にカメラがつく，という強力な一年になるかと思うのです

けれども，しかしコロナ禍というのは，震災と共通していまして，未曾有の人的交流機会になる可能

性，場合によって震災以上に，オンラインを使っていきながら，人的交流の機会となるというプラス

の側面をやはり落としていかなくては，と。その点では，市民社会が先導しながら，行政部門が立ち

遅れているので，そこを刺激するということを計画の中に盛り込むか。一方でこれは先ほども宗片委

員がおっしゃられたことなんですけども，収益部門を努力して発展させてきたＮＰＯがコロナ禍で窮

地に陥るというそういう事態があるということで，その辺りへの配慮ということも入ってくるのでは

ないかと。それからこれも宗片委員からありましたが，東日本大震災について特出しした部分を作る

ということは僕は賛成でありまして，やはりこの１０年間で何が生み出されたかっていうことを，や

はり検証するべきであると。ないしはお金が切れるかもしれないけど１０年を経過してもやめてはい

けないものは一体何なのかという吟味が必要ではないかというように思います。またこの１０年間は，

コミュニティファンドとか休眠預金ですけど，お金の流れが大きく変わったっていうことなんですけ

ども，果たしてそういった芽が大きく開いていくのかどうかということを意識していきながら考えて

いくことも大事だろうと思います。 

四つ目に書きましたのは，ＮＰＯ法ができ上がって，２０年以上経つということなんですけどそれ

を，それは人間の寿命に比べればあまりに短いかもしれませんけれども，ＮＰＯがどのように誕生し

てどのようにしまうのかっていうことを意識することも大事かなというふうに思います。認定ＮＰＯ

というものが必ずしもゴールにならない。他の法人格で生み出された方がいいんじゃないかって話，

ないしは閉めたいが，閉めるのにお金が要るため閉められないということも指摘されておりまして，

そういった，「一生」と書きましたけれども，その段階に応じた関わり方をどうするかということを考

えなければいけないという段階に来ていると思います。 

 ２に書きましたのは，これ僕はやっぱり長いからということなんでしょうけども，会議を重ねるた

びにですね，計画はやはり新たな表現を付け加えていくのですけども，その一方で，普遍的な表現が

削られてしまっていると。これは先ほど西出委員に市民社会という言葉を出していただいたところで

すけども，そういった意味で，そもそもＮＰＯがどういう価値を創造することであるかっていうこと

を巡って，もう少し普遍的な表現をもう一度蘇らせてよいのではないかと。民主主義だったり，人権

だとか参加，ポリシーメイクであったりとか，そういった言葉がですね，かつての計画に比べてみる

とちょっとトーンが薄くなっているというところがありまして，そのあたりの修正は必要かなという

ふうに思います。 

三つ目には，新計画での今期以降の主要な論点ということになっています。（１）はプラザの運営に
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関してですが，これで気になっているのは，このプラザはご承知のように，県有施設再編計画の絡み

の中で今注目されているんですけども，美術館などでは，民的な意見が様々表明されているわけです

けども，ＮＰＯプラザをめぐってＮＰＯ関係者からの意見表明が極めて微弱なわけです。それは「な

い」という形で受けとめていいのか，掘り起こす必要があるのか。それが今後の活動の中にあるので

はないかということです。（２）はですね，ちょっとこれ，基本理念を巡ってなので，今後の論点に入

りそうなのでこれは後で話をしたいと思います。 

（３），やはり今回の計画の中で強調しないといけないのは若生委員も強調していらっしゃいましたが 

人材育成というところが実はとても弱いわけです。どちらかというと，県民へのＮＰＯ理解とか行政

職員のＮＰＯ理解みたいなことは強調されているんですが，市民セクターの担い手，次世代形成って

いう点では，戦略的にもちょっと弱いということでありまして，学校や大学との連携も含めて，そこ

は少し肉厚にしていく必要があるのではないかと思います。 

最後に，こういうことを実現していく，県ですけども，我々のパートナーであります共同参画社会

推進課が，実は私が最初に関わりさせていただいた頃と比べるとかなりの体制の弱まり，人員減をす

ごく感じてしまうのですね。この体制で果たしてこれだけの仕事ができるのかっていうことで考えな

きゃいけないのではないかと。初期にはですね，ＮＰＯプラザの一角に課の一部があって，ＮＰＯ関

係者と課が接点を持つというようなことで，かつてはあったということですが，それがどこまで実現

可能であるかっていうことも，考えないといけませんし，また，プラザの在り方もですね，先ほどの

人的交流っていうところとすると，県民だけが利用する施設がなくて，県外の人達とも交流する施設

として考えていかなくてはならない。そういうイメージを持っていきながら新計画を考えていくとい

うことが大事なのではないかということで，いくつか視点を出させていただいたところです。 

ということで，これまで，それぞれの委員が意見表明するということでありまして，今後議事録を

丁寧に作っていただけると思いますのでそれを反芻しながら，考えていくということになると思いま

すけれども，この段階でいかがでしょうか。少しやりとりをした方がいいような御意見，思いつかれ

たところ，追加の御意見等がありますでしょうか。一つ二つ聞きたいと思いますけれども。如何でし

ょうか。よろしいですかね。特にないようであれば，今日は皆様，僕もそうですけども，相当早口で

それぞれの意見が出しました。資料を見ていただきながら，また事務局でも，それぞれの意見を反映

させた，新たな案，たたき台を作成していただけると思いますので，それを見据え更にご検討してい

ただければと思います。 

それでは，次の議事に入らせていただきます。 

 

議 事（２） 

（石井山会長） 

議事（２）「宮城県民間非営利活動促進基本計画の構成（案）について」事務局から説明をお願いし

ます。 

 

（事務局） 

議事（２）につきまして，資料２－１及び資料２－２について御説明いたします。お手元の資料２

－１を御覧ください。資料２－１は，宮城県民間非営利活動促進基本計画の素案として事務局で作成

したものでございます。下線が引かれている部分について改定を行っております。現行計画の文言等

を引き続き使用している部分については，下線を引いておりません。 

次に資料２－２を御覧ください。資料２－２は第５次計画素案と現行計画である第４次計画の記載
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項目を並べ，改定の内容をまとめた資料となっております。資料２－１及び資料２－２のそれぞれ１

ページ目を御覧ください。まず，第１章につきましては，「２改定の趣旨」の前段部分について，震災

から１０年が経過したこと，少子高齢化の進展をはじめとする社会情勢等の変化，新型コロナウイル

ス感染症等に触れ，将来の不測の事態にも対応できる地域社会の構築を目指すため，多様な主体の参

画連携の推進がこれまで以上に必要となっているということを記載いたしました。 

資料２－１の２ページ，３ページを御覧ください。「４ 基本計画におけるＮＰＯのとらえ方」につ

きましては構成を整理し，第４次計画では，「４（１）ＮＰＯとは」，「４（４）特定非営利活動法人と

は」の内容について項目立てしておりましたが，素案では用語説明として入れております。また，基

本計画の対象について，本文の内容を図示するなど構成を整理しております。 

 続きまして，資料２－１は４ページ，５ページを御覧ください。「第２章の１，ＮＰＯを取り巻く現

状」についてですが，（４）につきましては，第４次計画では「東日本大震災からの復興」という項目

としておりましたが，素案では「東日本大震災を契機とした災害等に対する意識の高まり」として，

共助の精神に基づいた地域づくりの重要性が再認識されているという現状を記載しております。また，

（５）ＳＤＧｓ達成に向けた取組を新規で追加しております。 

 次に資料２－１の６ページからの部分，資料２－２は２ページ目になりますが，「第２章の２，宮城

県におけるＮＰＯの現状と課題」の部分につきましては，平成３０年１２月に実施したＮＰＯ活動実

態調査や，令和元年度に実施いたしましたＮＰＯ活動促進に係る市町村調査及び庁内調査の結果等か

ら見えた現状や課題について記載しております。また，「（２）宮城県内のＮＰＯ支援施設の現状と課

題」及び資料２－１８ページからの「（３）宮城県の施策の現状と課題」につきましては，現状と課題

に分けて記載するよう整理しております。また，「（３）宮城県の施策の現状と課題」では，事業終了

に伴いまして「みやぎサポートローン」を削除し，新しく「プロボノによるＮＰＯの支援・運営基盤

強化」の内容を追加しております。また，現行計画では「宮城県民間非営利活動促進委員会」の記載

がありましたが，素案では第５章に移動しております。 

 資料２－１，１２ページ及び１３ページ，資料２－２，３ページを御覧ください。「第２章の３ Ｎ

ＰＯに期待される社会的役割と可能性」及び「第２章の４ ＮＰＯの課題と今後望まれること」につ

きましては，第４次計画の内容を引き続き記載しております。 

続きまして，資料２－１の１４ページを御覧ください。資料２－２の４ページ「第３章の１ 基本

計画の見直しの視点」でございますが，ここでは，第５次計画改定に関する見直しの視点（１）から

（５）の項目を記載しております。このうち，（４）では，東日本大震災からの復興支援だけでなく，

震災から１０年が経過し，ハード面の復興については多くの地域で取組が完了される中，ソフト面の

支援については引き続き実施していく必要があること，また，これまでの経験を踏まえ，その他の災

害についても活動支援体制の構築等が求められているという内容を記載しました。また，「（５）ＳＤ

Ｇｓとの関連付け」では，ＮＰＯ活動がＳＤＧｓの達成につながっているという認識を深め，多様な

主体との協働を促進していく必要性について記載しました。 

次に，資料２－１，１６ページ，資料２－２は５ページとなりますが，「第３章の２ 基本計画にお

ける基本理念」についてでございます。前回の会議で頂きました御意見を踏まえ，変化の激しい社会

で予測不能の事態にも対応していくため，多様な主体との繋がりの強化や連携がこれまで以上に期待

されていることから『ＮＰＯと多様な主体との相互の信頼と協働により，社会の変化に対応し，持続

可能な社会を目指す』としておりますが，こちらの基本理念につきまして，再度御審議いただきたい

と思います。 

次に，「３ 基本方針」ですが，第４次計画の「基本方針１ ＮＰＯ活動の促進」を二つに分割し，
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独立させ，「基本方針１ 持続的発展に向けたＮＰＯの基盤強化」及び「基本方針２ＮＰＯ活動への理

解と参加の促進」としております。基本方針１につきましては，ＮＰＯが継続的に運営され，発展的

に活動していくために，ＮＰＯの組織運営，資金調達，情報発信など基盤強化に向けた支援を行うと

ともに，ＮＰＯ活動を支える人材育成の支援やＮＰＯ活動の拠点確保を推進するという方向性，基本

方針２につきましては，ＮＰＯ活動に対する地域社会への関心を高め，理解と参加を促す情報発信と

それぞれが繋がる場づくりなどについてそれぞれその必要性や視点を記載していきたいと考えおりま

す。 

続きまして資料２－１は１７ページ，資料２－２は６ページを御覧ください。「第４章 施策と事業」

でございますが，「施策の柱１ ＮＰＯ活動を促進する体制を整備します」では，みやぎＮＰＯプラザ

の機能の充実についてや，ＮＰＯ支援施設及び中間支援組織等への支援強化について具体的な施策及

び事業を記載していきたいと考えております。また，みやぎＮＰＯプラザの機能の充実では委員の皆

様から「アウトリーチ機能」についての御意見がございましたので，こちらの内容について新規で書

き込みたいと考えおります。 

資料２－１の１８ページを御覧ください。「施策の柱２ ＮＰＯの自立と発展を支援します」では，

「ＮＰＯの人材育成と財政的支援について」と「ＮＰＯ活動への社会の理解と参加促進について」の

内容を記載していきたいと考えております。また，「ＳＤＧｓを意識した活動の促進」について，新規

で追加したいと考えております。 

最後に「施策の柱３ 多様な主体とのパートナーシップの推進」ですが，行政，ＮＰＯ間，企業や

教育機関，研究機関など多様な主体との協働を推進していく取組を記載しますが，新規といたしまし

て「防災や新たな災害や感染症等に備えた体制」について記載したいと考えております。 

第５章ですが，「１宮城県民間非営利活動促進委員会」につきましては，第２章にも似た内容が記載

されておりましたところを整理しまとめております。また，２（１）は現在策定中の「新・宮城の将

来ビジョンにおけるＮＰＯの位置づけ」を記載する予定です。 

 議事（２）の説明につきましては以上でございます。忌憚のない御意見を頂戴したいと存じます。 

 

（石井山会長） 

ありがとうございます。一読しまして，おそらく事務局のご姿勢としては，前回の計画を大事にし

ていただいているというふうな印象を持っています。それを土台とするような形でこの間の意見と，

それから形式的には，前の計画よりも非常にわかりが良くなったというか，上手に整理をし直してい

ただいてるなというふうに思います。ただ，もちろんここにですね，今日，それから前回，我々で申

し上げさせていただいたり，頂いた意見を盛り込んでいくという形で，これは当然ながら，たたき台

ということになりますので，是非，ここから大体１５分ぐらいですね，皆様の御意見頂く時間を設け

たいと思いますので，どんな観点でも結構ですし，質問でも結構ですし，御意見頂ければと思います。

如何でしょうか。 

 

（高浦委員） 

 すいません。文言レベルの統一感に関するコメントですけれども，資料２-１の１２ページの３の（３）

の中段の「震災復興の担い手としてのＮＰＯ」というところ，ここだけが，震災復興だけに限定され

ていてその他の箇所は，私も先ほど，レポート，震災だけに限定しないその他災害への支援ですとか

他の章ではそちらが出てきてるので，この部分，箇所でも，震災復興に限定しない，災害支援，災害

復興，というような形で，ちょっと広めの，とらえ方をされた方が統一性が出てくるかと思いました。 
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（石井山会長） 

 ありがとうございます。この３や４というのがまだほとんど手つかずであり，今から反映させると

いうことになるかと思います。そういった御意見を沢山出していただければと思います。その他いか

がでしょうか。中川委員。 

 

（中川委員） 

 今日はまず勉強会があり，若生市長が元活動家だったという話を聞いたり，初めて皆さんの顔が見

えて，想いが見えて会話できるようになってきたような気がします。オンラインも導入いただいて良

いかなと思ってます。 

高浦委員がおっしゃったことに追加してですが，コロナも災害の一つだということですが，震災復

興とか災害支援かということに，統一されてしまっているのですけれども，そこにコロナについて，

一部，１８ページの下に「防災・新たな災害や感染症等に備えた体制」と書いてあるんですけれども，

他のところは，災害となっています。例えば１５ページの（４）「東日本大震災からの復興支援とその

他の災害等への対応」というところにも，しっかりと，今コロナの影響が影響ものすごく大きいので，

次の５年１０年を考えていくときに，これほどの大きな変化について書かない手はないのではないか

と思いますので，新型コロナウイルス感染，そういったことに対して，ＮＰＯは柔軟に対応していけ

る担い手の一つなのだということをここに書いていただけるとありがたいと思います。 

 

（高浦委員） 

１ページにも一応書いていただいているかと思いますが，少し追加してという。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。ごもっともな御意見かなというふうに思います。コロナに関わる件，それ

からやっぱり震災１０年目以降，それに関わっては，やはりちょっとまとまった形で論ずることも大

事かと思います。いかがでしょうか。関連して結構です。 

 

（若生委員） 

 今回の計画について，今，県の総合計画も策定している中で，１９ページの，「県庁内におけるＮＰ

Ｏ活動の推進体制」，「新・宮城の将来ビジョンにおけるＮＰＯの位置づけ」という形で多分ここに入

ってくるかと思いますが，具体的にもう少し，今回の総合計画に，特にＮＰＯ活動の推進っていうの

は，市民協働，協働社会に向けて，重要だと思うので，しっかりと位置付けをしていくべきではない

かと。総合計画については中間報告については拝見していますが，もう少し明確な位置付けをしてい

くように整理していくべきではないかということが一つと，田中委員さんの意見からもありましたが，

クラウドファンディングが今とても有効に活用されております。もちろん寄附型と税制優遇というの

もあるということで，やはりこれから，ＮＰＯ活動でも有効に活用できるのではないかと思っており

まして，クラウドファンディングの活用についてどこかに含められると，良いのではないかと思って

おります。以上です。 

 

（石井山会長） 

 財源確保に関わって，今日渡邉委員から，勉強会で御提案いただいたのですけど，確かにそうです
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よね。それに関わる説明などがあればと思いますが，よろしいですか。 

 

（渡邉委員） 

クラウドファンディングとファンドレイズの位置づけをおさえておきたいのですが，一般的にクラ

ウドファンディングは，プロジェクトのための費用をネットで短期間に集めることで，ファンドレイ

ズは NPO 活動のために，組織体から資金調達します。NPO 活動者としては，中長期的なビジョンをた

てたり，組織体制を整えたりする必要があるので，その位置付けもされていくといいと思います。 

 

（石井山会長） 

いずれにしても，概念も沢山生まれていますし，方法が多彩なわけですよね。そういう広がりを計

画の中に盛り込んでいくことは大事だなと思いました。若生委員が前半におっしゃられた点に関わっ

て，親計画に対してこちらから要望を出すということが，どのくらいの可能性としてあるのかという

こと，見込みについて事務局からお話いただけますでしょうか。 

 

（事務局） 

 中間案についてはパブリックコメントが予定されているところですが，県庁内各課にも意見照会が

来ているところですので，意見を挙げることは可能です。 

 

（石井山会長） 

 わかりました。 

先進自治体として富谷がどういう協働プランを持っているのかということをお伺いできれば，その

まま参考にできるかなと感じたものですから。そういう情報を県に対してしていただけたら良いかな

と思うのですが。 

 

（若生委員） 

 富谷もですね，来年改定に向けてスタートしたところでございますが，市の総合計画の中に，ＮＰ

Ｏ団体，市民がどう参画してもらえるかという位置付けを明確にしていきたいと考えております。調

査をこれから始める段階で，県の計画よりは若干遅くなるかと思いますので，逆に参考にしていきた

いという思いです。気持ちとしては位置付けていきたいというふうに考えております。 

 

（石井山会長） 

順番が逆だったらありがたいと思ったのですけれども，ありがとうございました。 

 

（高浦委員） 

県のビジョンの施策というところではＳＤＧｓの推進施策も大いに県が掲げるものだと思うのです

が，それについての言及，ＳＤＧｓのところの説明があるのですが，国としての取組という話がある

ので，県としてこれも推進していますって言ったような言及はなくて，或いは，あまり明確にはされ

ないというような，そういうご判断でしょうか。 

 

（事務局） 

ＳＤＧｓに関してはすべてのＮＰＯ活動に基本的に関わってくる部分でありますので，あまりこう



19 

 

深く特化した感じの書き込みとしてはあまり想定してなかった状況でした。 

 

（高浦委員） 

ＮＰＯに限定しなくても結構かと思うのですけども，ＳＤＧｓを県として，推進してますくらいの。 

 

（事務局） 

ＳＤＧｓについては県としても総合計画に盛り込んでいく方針ですので，同じように本計画につい

ても推進していく形になりますので，１９ページについて検討させていただきたいと思います。 

 

（石井山会長） 

 如何でしょうか。あと５分程度でしょうか。このテーマに関わって，今の段階で御意見がありまし

たら是非。 

 

（中川委員） 

 基本理念についてですが，１６ページの基本理念で，「社会の変化に対応し」と入れていただいてあ

りがたいと思っているのですが，それを踏まえて他の施策のところもしっかりと書いていただければ

いいと思いました。例えば１７ページのところの「みやぎＮＰＯプラザの充実」のところにアウトリ

ーチを入れていただいたのはとても良いのですけれども，ＩＣＴを使ってオンラインでどんどん働き

かけるということ，アウトリーチというとあまりそういうイメージがないので，こういったところに，

先ほど五十嵐委員からもＩＣＴの活用についての意見がありましたが，そういったことを入れていけ

ると良いかと。私としてはアウトリーチとかコーディネートという名前ではなくて，チェンジエージ

ェントというくらいの名前に変えた方が良いのではないかと思っておりまして，ここにそういったこ

とを入れていただけると良いのかなと思いますので御検討いただければと思います。それと渡邉委員

から聞いていてやはりファンドレイジングというものはすごく大事だと思ったので，コーディネート

機能と書いてあるのですけれども，コーディネート，在るものと在るものを繋げるのではなくて，し

っかりと組織の在り方から変えてしっかりと組織基盤を強化してくださいという状況なので，それを

しっかりと支える機能をみやぎＮＰＯプラザさんに期待したいと。そうなればオンラインで相談に乗

りますよとか，もっと有機的に，宮城県全体のサポートが出来るのではないかと思いますので，ここ

の基本理念とプラザの機能を一体として書き込みを検討いただければありがたいです。以上です。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。共感しますが，書き込むためにはそれこそファンドレイジングの資格を取

っていらっしゃる方がどういう専門性を持っているのかもう少し研究・勉強をしなければ書くのは難

しいだろうなということで，それは渡邉委員に大分御協力をいただく形になりそうですが。 

 

（渡邉委員） 

 認定ＮＰＯ法人を増やしていこうという，１８ページですが，制度のわかりにくさ，そういった部

分の解決と，１８ページの２，施策の柱２の「ＮＰＯの人材育成と財政的支援」の一番下のところで

す，どういうものが求められているのか，そもそも，認定ＮＰＯ法人って何なのというところ，税制

優遇があるんだよね，それとみなしがいけるよね，そこだけではなく，ＮＰＯ法人としての信頼性の

高めるというか，認定ＮＰＯ法人になるためには，特に事務局体制を整える必要がかなりあるわけで
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す。メリットだけではなく法人が認定を受けると，どう運営していかなくてはならないか，５年後の

更新を見据えた運営も含めてここはもう少し掘り下げると良いのではと思うのと，あとは制度を知ら

ない人が多いですね。計画に人材育成のカテゴリで入れていくと，組織基盤強化になっていくと思い

ますので，ＰＳＴテストなどをクリアしていくために制度を知らないといけないし会計についても理

解することが大切です。 

 

（石井山会長） 

 このテーマについては先ほど若生委員からも出していただきまして，つまり認定ＮＰＯ法人を取る

インセンティブ，メリットがなかなか見えないということですよね。それが分からないと皆さんそち

らの方に流れないという。 

 

（渡邉委員） 

 例えばふるさと納税で，ある県ですと認定ＮＰＯ法人をホームページに載せていて，ふるさと納税

の返礼品ないし返礼品辞退することで，「ＮＰＯに支援します」項目が選択でき，寄附がそこに載って

いる団体にしか行かないと。ホームページに掲載された認定ＮＰＯ法人の中に例えば「子育て支援」，

「環境」など，分野があって，掲載されるための一定の基準を定めるという方法もあります。これは

認定の話ではないですが一定の基準をクリアした団体を県で持っている資金，ふるさと納税などを基

金として助成金を出していくという自治体もあるので，活用の仕方，一定のハードルを付けながら補

助していくというやり方もあるのかと思います。そのハードルの一つに認定ＮＰＯ法人というものが

あると，「じゃあうちも取ってみようかな。」と思う団体が増えるのではないかと思うので，メリット

という部分は大事になってくるのではないかと思います。 

 

（石井山会長） 

 次年度の方にそれを課す覚悟が我々にあるのかということもありますが，しかし他県がそういう形

で動いているという実態があるならば，そういったことも研究して行きながらうちで出来ることも提

案していくことが大事ですので，西出先生がオンラインから今降りられましたが，西出先生がＮＰＯ

学会等の情報を持っていらっしゃる。そういった方々の御意見も賜りながら検討していくことになり

ますかね。なかなか実態として認定ＮＰＯ法人の広がりを宮城県では作れていませんので，大事な課

題であると思います。ありがとうございました。すみません，時間が押してきておりまして，他にも

御意見はあるかと思いますが，場合によってはメール等で出していただいたり，これから計画の見直

しの時間は何度も重ねていきますので，その際に御意見をまた言っていただけるとありがたいです。

次の議事に入らせていただいよろしいでしょうか。 

 

議 事（３） 

（石井山会長） 

 では，議事（３）「みやぎＮＰＯプラザの今後の在り方について」事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 議事（３）みやぎＮＰＯプラザの今後の在り方について，御説明いたします。お手元の資料３を御

覧ください。資料３は，前回の促進委員会で皆様からいただきました御意見を踏まえて，プラザに必

要な機能と，集約・複合化に向けての課題と必要な見直しについて整理した資料となっております。 
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はじめに，プラザの設置目的や業務内容について確認させていただきます。 

１の設置目的につきましては，プラザは「民間非営利活動拠点施設条例」に基づき設置された施設

で，その業務内容は，２に記載のとおり（１）情報の収集・提供，（２）相談及び研修，（３）調査及

び研究，（４）施設又は設備の提供，（５）民間非営利活動を行う者，県民，企業及び県相互の連携及

び交流の推進，（６）その他，拠点施設の設置の目的を達成するために知事が必要と認める業務を行う

と定められております。 

 次に，「３ みやぎＮＰＯプラザの機能」についてですが，（１）の表にこれまでの基本計画におけ

る機能を整理いたしました。プラザが設置されたのは平成１３年４月ですので，平成１２年１０月に

策定された基本計画（第１次）は，これから設置されるＮＰＯ活動を促進するための中核機能拠点と

して担うべき機能が記載されています。ここでは，大きく３つの機能を提供する施設として計画され

ています。１つ目は「高度・専門サービス機能」，２つ目は次ページにあります「参加・想像・ふれあ

い機能」，３つ目が「地域との連携」となっております。この基本計画が策定されたのはインターネッ

トが急速に普及した時期であり，また，ＮＰＯ法人数は全国で２８１１法人，宮城県の認証数はまだ

６１法人という時代でした。みやぎＮＰＯプラザの設置については，施設内に情報・研究ルームを設

け，「みやぎＮＰＯ情報ネット」を構築するなど，情報機能に力を入れるとともに，大学などの研究者

と連携した調査研究機能，ＮＰＯに活動の場を提供するインキュベート機能，ＮＰＯ等のネットワー

クの形成を促進させる交流機能などを提供することとされました。また，中核機能拠点として，地域

のＮＰＯ活動拠点を通して各種機能を提供するなど，ＮＰＯ活動を全県的に支援する機能も求められ

ています。 

 平成１７年９月に策定された基本計画（第２次）では，「１ 基盤整備機能」と「２ 場の提供機能」

の大きく２つの機能に整理され，「基盤整備機能」として，情報収集・提供機能，相談・コーディネー

ト機能，調査研究促進機能，地域連携機能を提供し，「場の提供機能」として，共同利用機能，交流機

能，ふれあい機能，事務スペース機能を提供することとされました。また，この計画が策定された時

期は，指定管理者制度が導入された時期であり，利用者のニーズに即したきめ細かなサービスをより

効果的に提供するため，ＮＰＯが主体となって，効率的・効果的な運営が始まりました。 

 平成２２年１０月に策定された基本計画（第３次）と平成２８年３月に策定された現行計画である

基本計画（第４次）は，いずれもプラザの業務内容に即した機能の提供として整理されています。第

２次計画の「２ 場の提供機能」が，第３次及び第４次計画では，「１ 基盤整備機能」の４つめの機

能「活動拠点等の提供機能」として整理され，第１次計画の「地域との連携」に関する機能が，第３

次及び第４次計画では，「２ 広域的促進機能」として整理されました。 

 次に（２）を御覧ください。昨年度の第２回促進委員会で提示いたしました「基本計画改定に当た

っての視点」の「みやぎＮＰＯプラザ機能の再検討」について御説明いたします。県では，今年３月

に「県有施設等の再編に関する基本方針」を策定し，老朽化した施設の今後の方針を示したところで

すが，プラザが現在入居している榴ヶ岡分室庁舎につきましては，建物の築年数等を考慮し，廃止す

る方向で検討することとされ，プラザについては，県民会館とともに仙台医療センター跡地に移転す

る方針が示されました。従いまして，プラザについては，ＮＰＯ活動を促進する中核機能拠点として

必要な機能を検討するとともに，集約・複合化に当たっての課題を整理し，必要な見直しを行うこと

としたものです。また，平成３０年度に実施したＮＰＯ活動実態・意向調査では，県内のＮＰＯ支援

施設の状況には地域差が見られたことから，特に，プラザの広域的促進機能を強化していくこととい

たしました。 

 （３）を御覧ください。（３）は，第４次計画に記載された中核機能拠点として必要な機能について，
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前回の促進委員会で委員の皆様からいただきました意見などを踏まえ，その機能における検討事項や

方向性を表にまとめたものになります。まず，（１）情報の収集・提供業務に対する情報収集・提供機

能については，情報やノウハウの提供の強化やオンライン環境の充実などが必要であるとの意見をい

ただきましたので，今後は情報収集・提供機能を担う「みやぎＮＰＯ情報ネット」の改修や地域のＮ

ＰＯに情報やノウハウを届けるような方法の検討が必要であり，強化・拡充の方向といたしました。 

次に，（２）相談及び研修業務に対する相談・コーディネート機能については，ＷＥＢ相談室等のオ

ンライン環境の充実，相談スペースの確保，アウトリーチ機能の追加，コーディネート機能の強化な

どが必要であるとの意見をいただきましたので，今後は，オンライン化やアウトリーチ型を取り入れ

た相談・研修事業の方法や相談スペースの確保，中間支援としてＮＰＯと他の主体をつなぐコーディ

ネートの強化について検討が必要であり，強化・拡充の方向といたしました。 

（３）調査及び研究業務に対する調査研究機能については，現在は指定管理期間の中で調査等を実

施し，その結果の公表に留まっているため，現行計画でも取り組むこととしている調査研究結果の活

用について検討する必要があると考え，現状維持としております。（４）施設又は設備の提供業務に対

する活動拠点等の提供機能については，Ｗｉ－Ｆｉ環境の充実などの利便性の向上が必要であるとの

意見をいただきました。Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備につきましては，新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止対策として，会議室等で使用できるＷＥＢ会議システムを導入することといたしましたので，

今年度中に対応できる見込みとなっております。そのほか，現在の利用状況や運用状況を踏まえ，Ｎ

ＰＯショップやレストランの貸与条件など，借受団体が運営しやすい方法についての検討や，インキ

ュベート施設の在り方などの検討が必要であると考えておりますが，活動拠点等の提供機能について

は現状維持としております。（５）連携及び交流の推進に係る業務に対する広域的促進機能については，

地域のＮＰＯ支援施設の機能強化，専門性を有した職員の出前型（アウトリーチ型）支援の強化，協

働の場や機会の提供，協働事業の実施などが必要であるとの意見をいただきましたので，地域のＮＰ

Ｏ支援施設との連携や市町村との連携についてさらに強化することが必要であり，強化・拡充の方向

といたしました。 

その他，現在のプラザの機能にはないものとして，様々な御意見をいただきましたが，新たな機能

についても検討が必要であると考え，拡充の方向といたしました。プラザの中核機能拠点として必要

な機能については，情報収集・提供機能，相談・コーディネート機能及び広域的促進機能をさらに強

化・拡充することを基本として検討を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして，（４）を御覧ください。（４）集約・複合化に向けての課題と必要な見直しにつきまし

ては，①施設の整備，②施設機能，③計画地の項目別に，前回の促進委員会で委員の皆様からいただ

きました意見などを踏まえ，それぞれの課題等を整理したものとなっております。これらの課題等に

対する必要な見直しについて，事務局の案として記載させていただきました。この案については，今

後，県で策定いたします「仙台医療センター跡地における県有施設の再編に向けた基本構想」に反映

されるよう，庁内の検討会において意見を伝えていきたいと考えております。 

 はじめに，①施設整備についての課題等とその見直し案について御説明いたします。県有施設の集

約・複合化に当たっては，会議室やレストランなどの類似の諸施設を共有化により施設規模を適正化

することとされております。現在のプラザは，ＮＰＯ活動する団体を対象とした施設で施設の利用料

金も安価に設定されていますが，貸会議室が共有されると，営利・非営利の区別なく利用されること

が想定されます。移転後の施設については，ＮＰＯが共有施設を利用する際の料金や予約方法等につ

いて差別化が求められるとの御意見がありましたので，ＮＰＯの利便が損なわれないように，共有施

設の利用については一定の配慮を求めていきたいと考えております。また，移転後の施設の配置につ
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いては，現時点では決まってはおりませんが，各施設の利用者の交流が促進されるような配置となる

よう求めていきたいと考えております。さらに，将来の人口減少に伴い，利用者が減少することも想

定した施設の在り方が必要なのではないかとの御意見がありましたので，移転後のプラザの諸室につ

いては，利用者の減少にも対応ができるよう，例えば，交流サロンにインキュベート機能としてのカ

フェスペースや事務スペースを設けるなど，多目的に使えるように見直すことを考えております。 

 次に，②施設機能についての課題等とその見直し案について御説明いたします。インキュベーショ

ン施設については，引き続き，活動の場を提供する機能が必要であるとの御意見をいただきましたが，

現在の利用状況や移転後の周辺環境により見直しが必要であると考え，インキュベート機能は維持し

つつも，今後の状況に応じて，施設や設備の規模は見直すこととしたいと考えております。また，移

転後は集客施設と複合化されることから，不特定多数の県民の方々が訪れることが想定されますので，

ＮＰＯ活動の情報発信を強化するとともに，ＮＰＯや企業等相互の交流促進機能について強化してい

きたいと考えております。併せて，文化芸術振興面でも，教育普及事業や人材育成事業においてＮＰ

Ｏとの連携や協働の可能性が期待されていることから，交流・連携・協働を促す情報収集・提供機能

と相談・コーディネート機能が強化されるよう検討していきたいと考えております。近隣に広域防災

拠点が整備される予定であることから，有事における施設の在り方についても御意見をいただきまし

たが，中間支援施設としてのネットワークを活用し，県内ＮＰＯとの連絡調整や被災地域と支援のマ

ッチングなども期待されていることから，災害活動支援体制の整備について検討することも必要であ

ると考えております。 

 最後に，③計画地についての課題等とその見直し案について御説明いたします。広域防災拠点など

周辺施設との連携を含めた整備については，広域防災拠点の平時の活用方法として，防災教育の場と

しても活用も検討されており，宮城県の広域防災拠点構想・計画の中でＮＰＯ法人等と連携したイベ

ントなどの体験型技術習プログラムの企画や実施についても検討することとされていることから，広

域防災拠点と連携した防災教育・災害活動支援が実施できるよう，ＮＰＯのネットワークの構築につ

いて検討することも必要であると考えております。また，現在のプラザは，無料駐車場が整備されて

おりますが，移転後についても遠方からの利用者が想定されるため，駐車場の確保を求めるとともに，

その利用については共有施設と同様に一定の配慮を求めていきたいと考えております。 

「みやぎＮＰＯプラザの今後の在り方」については，以上でございます。忌憚のない御意見をいた

だきたいと存じます。 

 

（石井山会長） 

 時間がわずかとなってしまったのですが，スケジュール感について補足いただけますでしょうか。

親会に我々の意向をお伝えしていくタイミングについて。例えば今日ではなく後日メール等において

この資料に関して意見等を伝えることができるのか，反映していただけるのか。 

 

（事務局） 

 できれば一旦今週中にいただければと思います。その以降でも随時お願いします。これから基本構

想策定に向けていくため，できれば早いほうが良いかと思います。 

 

（石井山会長） 

 今の時点で意見を言うことは，とても大事なタイミングでありますので，もし一週間以内に御意見

を頂けるのであれば，事務局と検討しながら反映させていただくという形で進めたいと思います。今
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の段階で如何でしょうか。前回の御意見等は基本網羅的に入れ込んでいただいているかと思いますが。 

 

（高浦委員） 

 前回，ＮＰＯのレストランを残すかどうかということについて，利用状況や周辺環境等色々な事情

を踏まえてひょっとしたら他の一般事業者と共有になる可能性もそれなりにあるかと思うのですが，

一般企業かＮＰＯかという業者選定のところで一定程度差別化を設けるとか，何かしらの配慮を，先

ほど会議室の利用料金等について御検討されるということでしたので併せて御検討をお願いします。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。今日はそれこそ竹下委員からプラザについて一市民としての立場として御

意見をまとめていただいていたかと思います。今回のこの計画案に対して繰り返しでも結構ですが，

御要望があれば。 

 

（竹下委員） 

 一市民としてという意見発表となってしまったのですが，資料を拝見させていただいて皆さんの意

見が少しずつ盛り込まれてきていて良く仕上がってきているのではないかと思っております。ＮＰＯ

の関係者だけではなくて，市民の方だったり，このコロナが収束しましたら是非県外の方とも交流で

きるような形になれば良いと思っておりました。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございました。後半に言っていただいたことは本当に大事だと思っております。県民だ

けで完結するような施設になってはいけないと。交流拠点としての機能を持っていただきたいとのこ

とです。ありがとうございます。 

 時間となっております。御意見を持っておられる方は是非事務局にメールで御連絡いただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 事（４） 

（石井山会長） 

では議事 4が最後に残っております。その他ということになります。委員の皆様から何かございま

すでしょうか。特に無いようでございまして，事務局から何かございますでしょうか。 

 

（事務局） 

その他として事務局より資料４宮城県民間非営利活動促進基本計画改定スケジュール（案）につい

て，御説明させていただきます。資料４を御覧ください。本日の令和２年度第２回会議では「委員か

らの提案・意見発表」，「基本計画の素案について」，「みやぎＮＰＯプラザの在り方について」，御審議

いただきました。本日頂きました御意見等を踏まえ，次回会議を９月に開催し，「改定計画中間案」の

提示と説明を行いたいと考えております。その後ですが，以前に御案内しておりましたスケジュール

では，９月から１０月に中間案に対するパブリックコメントを実施する予定でしたが，議会のスケジ

ュールの関係から，２ヶ月後ろに移動しております。このため，中間案につきましては次回９月の第

３回会議及び１１月の第４回会議にて御審議いただくこととし，中間案についてのパブリックコメン

トを１１月から１２月に実施いたしまして，その間に議会に中間案の報告をしたいと考えております。
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その後，令和３年１月に第５回目の会議を開催し，ここでパブリックコメント実施結果の御報告と，

それらの意見を踏まえました最終案について御審議いただくスケジュールに変更しております。この

後も内容や開催時期などは状況により変更することがありますが，概ねこのようなスケジュールで進

めたいと考えております。以上でございます。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。はい。 

 

（高浦委員） 

 会長も先ほど御自身の意見表明の際におっしゃっておられましたが，ＮＰＯプラザの今後について，

利用されている，入居されている方の意見聴取とパブリックコメントは同時期にされるということで

しょうか。何かしらプラザに関して広く意見を伺うような場を設けていただいても良いかと思ってお

りました。 

 

（事務局） 

 検討させていただきたいと思います。 

 

（石井山会長） 

 ありがとうございます。その他如何でしょうか。特に無いようでしたら議事はこれで終了としまし

て，事務局に進行をお返しいたします。 

 

閉 会 

（司会） 

石井山会長ありがとうございました。最後に事務局から委員の皆様に御連絡，お願いがございます。

本日の会議中，お時間の都合などでお話いただけなかった点やその他基本計画改定に係る御意見，御

質問，お気づきの点などございましたら，机上にお配りさせていただいております，宮城県民間非営

利活動促進委員会意見票，Ａ４一枚の資料がございます。こちらに記載していただきまして７月３１

日（金）までに事務局宛て提出いただきたいと思います。なお先ほどございましたとおり，ＮＰＯプ

ラザに関する部分につきましては今週中を目処に御意見を頂戴できれば幸いに存じます。次回，第３

回促進委員会を９月に開催を予定しております。日時の詳細につきましては委員の皆様と日程調整を

させていただいた上で事務局より御連絡させていただきたいと思います。引き続き，本県のＮＰＯ活

動の促進のため，御指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。それでは，以上をもちまして，

令和２年度第２回民間非営利活動促進委員会を終了させていただきます。本日は長時間にわたり誠に

ありがとうございました。 


